
② 阿久根市選挙管理委員会からレターパック(開封厳禁)で投票用紙などを滞在先の住所に郵送します。

※　最寄りの選挙管理委員会で投票した投票用紙等が、令和８年２月８日(日)午後７時までに阿久
根市選挙管理委員会に届かなければ、投票が「無効」となるおそれがありますので、なるべくお早
めに手続きをし、投票されますようご協力をお願いします。

◎ 不在者投票（名簿登録地以外の市町村での投票）の流れ

　阿久根市の選挙人名簿に登録されている人が、仕事や旅行等で阿久根市外に滞在されて
いる場合、最寄りの市区町村選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。
　不在者投票を希望される場合は、下記を参考に手続きをお願いします。

① 同封の『不在者投票の投票用紙等の請求書兼宣誓書』に自書にて記入していただき、阿久根市選挙管理
　委員会に郵送または持参してください。

③ レターパックが届きましたら、最寄りの選挙管理委員会へ１月28日(水)から２月７日(土)までの間に
　投票時間・場所等についてお問合せの上、レターパックを持参し、不在者投票を行ってください。
※ 最寄りの選挙管理委員会へ投票に行く前に、郵送したレターパックを開封すると、投票できなくなるおそ
　れがありますので、絶対に開封しないでください。

④　投票された最寄りの選挙管理委員会から投票済の投票用紙等が阿久根市選挙管理委員会に送付されます。
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① 『不在者投票の投票用紙等の請求書兼宣誓書』に自書にて記入し、

郵送又は持参により提出

不在者投票の期間である

１月28日(水)から

２月７日(土)まで

の間に投票してください。

『不在者投票の投票用紙等の請求書兼宣誓書』に

記載された現住所又は滞在先に送付します。

送付先

〒899-1696
鹿児島県阿久根市鶴見町200番地
阿久根市選挙管理委員会

② レターパックで投票用紙などを送付

※開封厳禁。

※必ず、事前に投票予定の選挙管理

委員会へ投票する日時・場所につ

いてお問合せしてください（滞在

先が選挙期間中でない場合、土・

日曜日に不在者投票を行うことは

できません）。


